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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シート部とシート部の片面から突出する複数の柱状の外部接続端子とを有する金属シー
トの外部接続端子を有する表面を粗化し、金属シートの粗化した表面上に、外部接続端子
が先端を露出させて樹脂層中に埋め込まれるように樹脂層を形成し、次いで金属シートの
シート部を樹脂層が露出するまで部分的に除去することにより外部接続端子と接続してい
る回路を樹脂層上に形成する、樹脂層、樹脂層の少なくとも片面上の回路、回路から樹脂
層の反対面まで樹脂層中に突出する複数の柱状の外部接続端子を有し、回路及び外部接続
端子の樹脂層の樹脂と接触している表面が粗化されている配線板の製造方法。
【請求項２】
　第１金属層、第２金属層及び第３金属層の少なくとも３層をこの順で有する多層金属箔
の第１金属層を、第２層目の金属層が露出するまで部分的に除去して、第２金属層の露出
面に複数の柱状の外部接続端子を形成することにより、上記金属シートを作製する請求項
１記載の配線板の製造方法。
【請求項３】
　第２金属層が、樹脂層との密着性のよい金属層である請求項２記載の配線板の製造方法
。
【請求項４】
　第２金属層が、粗化容易な金属層である請求項２記載の配線板の製造方法。
【請求項５】
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　第１金属層、第２金属層及び第３金属層が、隣接する層が互いにエッチング条件の異な
る層であり、第１金属層の部分的除去をエッチングにより行い、回路の形成を、第３金属
層及び第２金属層をこの順でエッチングにより部分的に除去することにより行なう請求項
２～４いずれかに記載の配線板の製造方法。
【請求項６】
　金属層である第１層（１）、第１層の片面上の複数の金属柱（２）、及び、樹脂層と密
着性のよい金属層を含み、第１層の他方の面上に形成された１層以上の金属層（３）を有
する複合金属箔の少なくとも１層の金属層を、樹脂層と密着性のよい金属層が露出するま
で、第１層から順次、金属柱の下の部分を除いて除去することにより金属シートを作製す
る請求項１記載の配線板の製造方法。
【請求項７】
　金属層である第１層（１）、第１層の片面上の複数の金属柱（２）、及び、粗化容易な
金属層を含み、第１層の他方の面上に形成された１層以上の金属層（３）を有する複合金
属箔の少なくとも１層の金属層を、粗化容易な金属層が露出するまで、第１層から順次、
金属柱の下の部分を除いて除去することにより金属シートを作製する請求項１記載の配線
板の製造方法。
【請求項８】
　第１金属層、第２金属層及び第３金属層の少なくとも３層をこの順で有する多層金属箔
の第１金属層を、第２金属層が露出するまで部分的に除去して、第２金属層の露出面に複
数の金属柱を形成し、次いで第２金属層を第３金属層が露出するまで金属柱の下の部分を
除いて部分的に除去することにより、上記金属シートを作製する請求項１記載の配線板の
製造方法。
【請求項９】
　第３金属層が、樹脂層との密着性のよい金属層である請求項８記載の配線板の製造方法
。
【請求項１０】
　第３金属層が、粗化容易な金属層である請求項８記載の配線板の製造方法。
【請求項１１】
　第１金属層、第２金属層及び第３金属層が、隣接する層が互いにエッチング条件の異な
る層であり、第１金属層及び第２金属層の部分的除去をエッチングにより行い、回路の形
成を、第３金属層をエッチングにより部分的に除去することにより行なう請求項８～１０
いずれかに記載の配線板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、多層配線板の製造や、半導体パッケージ用基板等として用いられる配線板、そ
の製造方法及び該基板を用いた半導体パッケージに関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年の電子部品の高密度実装化に伴い、配線板の配線密度の向上が求められるようになっ
てきている。また、配線板に搭載する半導体パッケージにおいても同様の要求が高まって
いる。一般に半導体パッケージの場合、入出力端子をパッケージの周辺に一列配置するタ
イプと、周辺だけでなく内部まで多列に配置するタイプがある。前者は、ＱＦＰ（Quad F
lat Package）が代表的である。これを多端子化する場合は、端子ピッチを縮小すること
が必要であるが、０．５ｍｍピッチ以下の領域では、配線板との接続に高度な技術が必要
になる。後者のアレイタイプは比較的大きなピッチで端子配列が可能なため、多ピン化に
適している。従来、アレイタイプは接続ピンを有するＰＧＡ（Pin Grid Array）が一般的
であるが、配線板との接続は挿入型となり、表面実装には適していない。このため、表面
実装可能なＢＧＡ（Ball Grid Array）と称するパッケージが開発されている。
【０００３】
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一方、電子機器の小型化に伴って、パッケージサイズの更なる小型化の要求が強くなって
きた。この小型化に対応するものとして、半導体チップとほぼ同等サイズの、いわゆるチ
ップサイズパッケージ（ＣＳＰ；Chip Size Package）が提案されている。これは、半導
体チップの周辺部でなく、実装領域内に外部配線基板との接続部即ち外部接続端子を有す
るパッケージである。具体例としては、バンプ付きポリイミドフィルムを半導体チップの
表面に接着し、チップと金リード線により電気的接続を図った後、エポキシ樹脂などをポ
ッティングして封止したもの（NIKKEI MATERIALS & TECHNOLOGY 94.4,No.140,p18-19）や
、仮基板上に半導体チップ及び外部配線基板との接続部に相当する位置に金属バンプを形
成し、半導体チップをフェースダウンボンディング後、仮基板上でトランスファーモール
ドしたもの（Smallest Flip-Chip-Like Package CSP; The Second VLSI Packaging Works
hop of Japan,p46-50,1994）などがある。
【０００４】
これらの半導体パッケージは、何れも、接続端子と半導体チップとの接続のために、パッ
ケージ用基板に形成する回路と接続端子間の接続のために、パッケージ用基板に形成する
回路と接続端子間の接続のために、スルーホール、バイアホールを用いている。スルーホ
ール、バイアホールは基材の接続端子となる箇所に予めドリルやレーザなどで穴を設け、
はんだや導電ペーストを充填して外部接続端子を設ける方法が一般的であるが、この方法
では穴の小径化に限界がある。
そこで、予めエッチングによって外部接続端子を設けておき、後から基材となる樹脂を埋
め込む方法が検討されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、予めエッチング等によって金属シートに外部接続端子を設けておき、後から基
材となる樹脂で外部接続端子埋め込む方法で製作する半導体パッケージ用基板等の配線板
において金属と樹脂との密着を向上させる方法を提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
これまで、発明者らは金属箔をエッチングして形成したバンプを樹脂で埋め込み、層間接
続用の配線に利用した半導体パッケージを開発した。この半導体パッケージについては、
特開２００２－０４３４６７号公報に記載されている。このパッケージは、金属と樹脂と
の密着が信頼性に重要な要素である。密着性は樹脂の種類と接着する金属の種類と金属の
接着面の状態、例えば表面形状等に大きく依存する。
また、金属の表面状態においても、金属が銅で樹脂がエポキシ樹脂の場合、光沢面と粗化
面とでは粗化面の方が密着がよいことが多い。樹脂がポリアミドイミド樹脂の場合は、密
着後の初期状態においては、光沢面と粗化面とでは光沢面の方が密着がよいことが多いが
、吸湿試験後においては光沢面と粗化面とでは初期状態から逆転して粗化面の方が密着が
よいことが多い。
本発明者らは、上記の方法で使用される多層化された金属箔においては、樹脂との接着面
として樹脂との接着性のよい金属層を選択することが大切であるとともに、樹脂との接着
面として樹脂との接着性のよい金属表面状態を選択することが大切であることを見出し、
この知見に基づいて本発明を関するに至った。
【０００７】
即ち、本発明は、下記の（１）～（２３）に関する。
（１）　樹脂層、樹脂層の少なくとも片面上の回路、回路から樹脂層の反対面まで樹脂層
中に突出する複数の柱状の外部接続端子を有し、回路及び外部接続端子の樹脂層の樹脂と
接触している表面が粗化されていることを特徴とする配線板。
（２）　回路が樹脂層と接触している層として、樹脂層との密着性のよい金属層を有する
（１）記載の配線板。
（３）　回路が樹脂層と接触している層として、粗化容易な金属層を有する（１）記載の
配線板。
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（４）　半導体パッケージ用基板として用いられる（１）～（３）いずれかに記載の配線
板。
（５）　（１）～（３）いずれかに記載の配線板、配線板に搭載された半導体チップ、及
び、配線板の半導体チップ搭載面を封止する封止材を有する半導体パッケージ。
【０００８】
（６）　シート部とシート部の片面から突出する複数の柱状の外部接続端子とを有する金
属シートの外部接続端子を有する表面を粗化し、金属シートの粗化した表面上に、外部接
続端子が先端を露出させて樹脂層中に埋め込まれるように樹脂層を形成し、次いで金属シ
ートのシート部を樹脂層が露出するまで部分的に除去することにより外部接続端子と接続
している回路を樹脂層上に形成する（１）記載の配線板の製造方法。
（７）　第１金属層、第２金属層及び第３金属層の少なくとも３層をこの順で有する多層
金属箔の第１金属層を、第２層目の金属層が露出するまで部分的に除去して、第２金属層
の露出面に複数の柱状の外部接続端子を形成することにより、上記金属シートを作製す（
６）記載の配線板の製造方法。
（８）　第２金属層が、樹脂層との密着性のよい金属層である（７）記載の配線板の製造
方法。
（９）　第２金属層が、粗化容易な金属層である（７）記載の配線板の製造方法。
【０００９】
（１０）　第１金属層、第２金属層及び第３金属層が、隣接する層が互いにエッチング条
件の異なる層であり、第１金属層の部分的除去をエッチングにより行い、回路の形成を、
第３金属層及び第２金属層をこの順でエッチングにより部分的に除去することにより行な
う（７）～（９）いずれかに記載の配線板の製造方法。
（１１）　金属層である第１層（１）、第１層の片面上の複数の金属柱（２）、及び、樹
脂層と密着性のよい金属層を含み、第１層の他方の面上に形成された１層以上の金属層（
３）を有する複合金属箔の少なくとも１層の金属層を、樹脂層と密着性のよい金属層が露
出するまで、第１層から順次、金属柱の下の部分を除いて除去することにより金属シート
を作製する（６）記載の配線板の製造方法。
（１２）　金属層である第１層（１）、第１層の片面上の複数の金属柱（２）、及び、粗
化容易な金属層を含み、第１層の他方の面上に形成された１層以上の金属層（３）を有す
る複合金属箔の少なくとも１層の金属層を、粗化容易な金属層が露出するまで、第１層か
ら順次、金属柱の下の部分を除いて除去することにより金属シートを作製する（６）記載
の配線板の製造方法。
【００１０】
（１３）　第１金属層、第２金属層及び第３金属層の少なくとも３層をこの順で有する多
層金属箔の第１金属層を、第２金属層が露出するまで部分的に除去して、第２金属層の露
出面に複数の金属柱を形成し、次いで第２金属層を第３金属層が露出するまで金属柱の下
の部分を除いて部分的に除去することにより、上記金属シートを作製する（６）記載の配
線板の製造方法。
（１４）　第３金属層が、樹脂層との密着性のよい金属層である（１３）記載の配線板の
製造方法。
（１５）　第３金属層が、粗化容易な金属層である（１３）記載の配線板の製造方法。
（１６）　第１金属層、第２金属層及び第３金属層が、隣接する層が互いにエッチング条
件の異なる層であり、第１金属層及び第２金属層の部分的除去をエッチングにより行い、
回路の形成を、第３金属層をエッチングにより部分的に除去することにより行なう（１３
）～（１５）いずれかに記載の配線板の製造方法。
【００１１】
（１７）　樹脂層、樹脂層の少なくとも片面上の回路、回路から樹脂層の反対面まで樹脂
層中に突出する複数の柱状の外部接続端子を有し、回路が樹脂層と接触している層として
、樹脂層との密着性のよい金属層を有することを特徴とする配線板。
（１８）　半導体パッケージ用基板として用いられる（１７）記載の配線板。
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（１９）　（１７）記載の配線板、配線板に搭載された半導体チップ、及び、配線板の半
導体チップ搭載面を封止する封止材を有する半導体パッケージ。
（２０）　シート部とシート部の片面から突出する複数の柱状の外部接続端子とを有する
金属シートの、外部接続端子を有する表面表面上に、外部接続端子が先端を露出させて樹
脂層中に埋め込まれるように樹脂層を形成し、次いで金属シートのシート部を樹脂層が露
出するまで部分的に除去することにより外部接続端子と接続している回路を樹脂層上に形
成する（１７）記載の配線板の製造方法であって、シート部の外部接続端子が突出してい
る面が、樹脂層と密着性のよい金属表面である方法。
【００１２】
（２１）　第１金属層、樹脂層と密着性のよい第２金属層及び第３金属層の少なくとも３
層をこの順で有する多層金属箔の第１金属層を、第２層目の金属層が露出するまで部分的
に除去して、第２金属層の露出面に複数の柱状の外部接続端子を形成することにより、上
記の金属シートを作製する（１９）記載の配線板の製造方法。
（２２）　第１金属層、第２金属層及び第３金属層が、隣接する層が互いにエッチング条
件の異なる層であり、第１金属層の部分的除去をエッチングにより行い、回路の形成を、
第３金属層及び第２金属層をこの順でエッチングにより部分的に除去することにより行な
う（２０）又は（２１）記載の配線板の製造方法。
（２３）　金属層である第１層（１）、第１層の片面上の複数の金属柱（２）、及び、樹
脂層と密着性のよい金属層を含み、第１層の他方の面上に形成された１層以上の金属層（
３）を有する複合金属箔の少なくとも１層の金属層を、樹脂層と密着性のよい金属層が露
出するまで、第１層から順次、金属柱の下の部分を除いて除去することにより上記金属シ
ートを作製する（２０）記載の配線板の製造方法。
【００１３】
（２４）　第１金属層、第２金属層及び樹脂層と密着性のよい第３金属層の少なくとも３
層をこの順で有する多層金属箔の第１金属層を、第２金属層が露出するまで部分的に除去
して、第２金属層の露出面に複数の金属柱を形成し、次いで第２金属層を第３金属層が露
出するまで金属柱の下の部分を除いて部分的に除去することにより上記金属シートを作製
する（２０）記載の配線板の製造方法。
（２５）　第１金属層、第２金属層及び第３金属層が、隣接する層が互いにエッチング条
件の異なる層であり、第１金属層及び第２金属層の部分的除去をエッチングにより行い、
回路の形成を、第３金属層をエッチングにより部分的に除去することにより行なう（２４
）記載の配線板の製造方法。
（２６）　（５）～（１６）及び（１９）～（２５）のいずれかに記載の方法によって製
造された配線板の回路を有する面に半導体チップを搭載し、次いで配線板の半導体チップ
搭載面を封止する半導体パッケージの製造方法。
【００１４】
【発明の実施の形態】
本発明の配線板は、樹脂層、樹脂層の少なくとも片面上の回路、回路から樹脂層の反対面
まで樹脂層中に突出する複数の柱状の外部接続端子を有するものであって、回路及び外部
接続端子の樹脂層の樹脂と接触している表面が、樹脂との密着をよくするために、粗化さ
れている。また、回路は、樹脂層と接触している層として、樹脂層との密着性のよい金属
層、又は粗化容易な金属層を有することが好ましい。
本発明の配線板は、例えば、本発明の方法に従い、シート部とシート部の片面から突出す
る複数の柱状の外部接続端子とを有する金属シートを用いて製造することができる。まず
、図１に示すように、金属シートの外部接続端子Ｂを有する表面を粗化する。この粗化に
より、金属シートのシート部Ａの外部接続端子Ｂが突出している表面と、外部接続端子Ｂ
の表面に、粗化面４を形成する。次いで、金属シートの粗化した面上に、外部接続端子が
先端を露出させて樹脂層中に埋め込まれるように樹脂層を形成し、次いで金属シートのシ
ート部を樹脂層が露出するまで部分的に除去することにより外部接続端子と接続している
回路を樹脂層上に形成することにより、本発明の配線板を製造することができる。
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【００１５】
粗化の方法としては、化学粗化（化学リン系処理、化学リン酸系処理、化学蟻酸系処理等
のエッチング等）でも、機械的粗化（ブラスト加工等）でも、プラズマ処理、金属粒の電
解付与等でもよい。
この際、シート部の外部接続端子が突出している表面だけでなく、外部接続端子の少なく
とも側面も同時に粗化できる条件を選ぶことも重要である。
また、シート部の外部接続端子が突出している表面の金属と、外部接続端子の金属が同一
であると、粗化量が一定になり、粗化条件の選定が容易になり好ましい。また、上記両者
の金属が同一であると、金属表面と樹脂層の樹脂との接着性が良好となる樹脂の選定も容
易になり好ましい。
【００１６】
上記の配線板の製造方法において用いられる、シート部とシート部の片面から突出する複
数の柱状の外部接続端子とを有する金属シートは、例えば、第１金属層、第２金属層及び
第３金属層の少なくとも３層をこの順で有する多層金属箔を用いて作製することができる
。即ち、この多層金属箔の第１金属層を、第２層目の金属層が露出するまで部分的に除去
して、第２金属層の露出面に複数の柱状の外部接続端子を形成することにより、片面から
複数の柱状の外部接続端子が突出した形状の金属シートを作製する。この場合、第２金属
層が、樹脂層との密着性のよい金属層、又は、粗化容易な金属層であることが好ましい。
多層金属箔として、第１金属層、第２金属層及び第３金属層が、隣接する層が互いにエッ
チング条件の異なる層であるものを用いることにより、第１金属層の部分的除去をエッチ
ングにより行い、回路の形成を、第３金属層及び第２金属層をこの順でエッチングにより
部分的に除去することにより行なうことができる。
【００１７】
また、上記の金属シートは、金属層である第１層（１）、第１層の片面上の複数の金属柱
（２）、及び、樹脂層と密着性のよい金属層又は粗化容易な金属層を含み、第１層の他方
の面上に形成された１層以上の金属層（３）を有する複合金属箔を用いて作製することも
できる。例えば、この複合金属箔の少なくとも１層の金属層を、樹脂層と密着性のよい金
属層又は粗化容易な金属層が露出するまで、第１層から順次、金属柱の下の部分を除いて
除去することにより金属シートを作製する。
上記の方法は、例えば図２に示す工程により実施することができる。まず、第１金属層１
、第２金属層２及び第３金属層３の３層をこの順で有する多層金属箔を用意する（図２(a
)）。多層金属箔の第１金属層１を、第２金属層２が露出するまで部分的に除去して、第
２金属層２の露出面に複数の金属柱Ｃを形成し、上記の複合金属箔を得る。（図２(b)）
。次いで第２金属層２を第３金属層３が露出するまで金属柱Ｃの下の部分を除いて部分的
に除去することにより、シート部（第３金属層３）と複数の柱状の外部接続端子Ｂ（第１
金属層１の金属と第２金属層２の金属とで形成されている）を有する金属シートを作製す
る（図２(c)）。第３金属層３を、樹脂層の樹脂と密着性のよい金属層又は粗化容易な層
とすることにより、樹脂層と密着性のよい金属層又は粗化容易な金属層を露出させること
ができる。この金属シートの外部接続端子を有する表面を粗化することにより、粗化面４
が形成される。粗化の方法は、上記の通り、化学粗化（エッチング等）でも、機械的粗化
（ブラスト加工等）でも、プラズマ処理、金属粒の電解付与等でもよい。
【００１８】
また、図３に示すように、多層金属箔の第１金属層１を、第２金属層２が露出するまで部
分的に除去して、第２金属層２の露出面に複数の金属柱Ｃを形成した後（図３(a)）、第
２金属層２を上記のように除去するのと同時に、第３金属層３の露出面及び金属柱Ｃの表
面を粗化してもよい。除去及び粗化を同時に行なう方法としては、化学粗化（エッチング
等）でも、機械的粗化（ブラスト等）でもプラズマ処理でもよい。この方法は、第２金属
層２が比較的薄い場合に好適であり、工程を減らすことができる。
上記の方法において、多層金属箔として、第１金属層、第２金属層及び第３金属層が、隣
接する層が互いにエッチング条件の異なる層であるものを用いることにより、第１金属層
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及び第２金属層の部分的除去をエッチングにより行い、回路の形成を、第３金属層をエッ
チングにより部分的に除去することにより行なうことができる。
粗化量としては、樹脂層の樹脂の種類にもよるが粗さ０．３μｍ～５μｍ程度が好ましい
。
【００１９】
本発明の半導体パッケージは、本発明の配線板を半導体パッケージ用基板として用いたも
のであり、本発明の配線板、配線板に搭載された半導体チップ、及び、配線板の半導体チ
ップ搭載面を封止する封止材を有する。本発明の半導体パッケージは、例えば、本発明の
製造法に従い、上記の方法によって製造された配線板の回路を有する面に半導体チップを
搭載し、次いで配線板の半導体チップ搭載面を封止することにより製造することができる
。
【００２０】
図４に、本発明の半導体パッケージの製造方法の一態様を示す。シート部Ａと、シート部
Ａの片面から突出する複数の柱状の外部接続端子Ｂとを有する金属シートを用意し、金属
シートの外部接続端子Ｂを有する表面を粗化する（図４(a)）。次いで、表面を粗化した
金属シートの粗化した表面上に樹脂５を塗布して、外部接続端子Ｂを埋め込む（図４(b)
）。金属シートに塗布した樹脂５を、外部接続端子Ｂの先端が露出するまで研磨し、樹脂
層Ｄを形成する（図４(c)）。樹脂層Ｄ上のシート部Ａを、樹脂層Ｄが露出するまで部分
的に除去することにより、外部接続端子Ｂと接続している回路６を、樹脂層Ｄ上に形成し
、本発明の配線板を得る（図４(d)）。回路６の表面及び外部接続端子Ｂの露出した端面
に、必要に応じて、ニッケル／金めっき７、ニッケル／はんだめっき、銅めっき、銀めっ
き等のめっきを施す（図４(e)）。配線板の回路６を有する面上に、ダイボンディングフ
ィルム８を貼り付け、半導体チップ９を貼り付ける（図４(f)）。回路６の接続用パッド
と半導体チップ９の接続用パッドとを、金ワイヤー１０、アルミニウムワイヤー、銅ワイ
ヤー等の導体ワイヤーによりワイヤーボンディングし、配線板に半導体チップ９を搭載す
る（図４(g)）。次いで、配線板の半導体チップ搭載面を、封止材１１で封止し、外部接
続端子の露出面にはんだボール１２を接合することにより、半導体パッケージを得る（図
４(h)）。
なお、半導体チップと回路との接続をフリップチップボンディングにより行なう場合、半
導体チップの接続用パッド上に形成された金、はんだ、鉛、銅、錫、銀バンプ及びそれぞ
れの合金、金属と樹脂とを混合した導電性ペースト、異方導電性フィルム、無機物又は有
機物のボールに金属コーティングしたバンプ等のバンプを、回路上に設けられた接続用パ
ッドに、直接接続させる。
【００２１】
本発明は、また、樹脂層、樹脂層の少なくとも片面上の回路、回路から樹脂層の反対面ま
で樹脂層中に突出する複数の柱状の外部接続端子を有し、回路が樹脂層と接触している層
として、樹脂層との密着性のよい金属層を有する配線板を提供する。この配線板は、回路
の樹脂層と接触する面に粗化処理を行なわずに、回路に樹脂層との密着性のよい金属層を
設けたものである。
この配線板は、例えば、本発明の方法に従い、シート部とシート部の片面から突出する複
数の柱状の外部接続端子とを有する金属シートの、外部接続端子を有する表面表面上に、
外部接続端子が先端を露出させて樹脂層中に埋め込まれるように樹脂層を形成し、次いで
金属シートのシート部を樹脂層が露出するまで部分的に除去することにより外部接続端子
と接続している回路を樹脂層上に形成することによって製造することができる。ただし、
金属シートとして、シート部の外部接続端子が突出している面が、樹脂層と密着性のよい
金属表面であるものを用いる。
【００２２】
この製法に用いられる金属シートは、例えば、第１金属層、樹脂層と密着性のよい第２金
属層及び第３金属層の少なくとも３層をこの順で有する多層金属箔を用いて作製すること
ができる。即ち、この多層金属箔の第１金属層を、第２層目の金属層が露出するまで部分
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的に除去して、第２金属層の露出面に複数の柱状の外部接続端子を形成することにより、
上記の金属シートを作製する。多層金属箔として、第１金属層、第２金属層及び第３金属
層が、隣接する層が互いにエッチング条件の異なる層を用いる場合には、第１金属層の部
分的除去をエッチングにより行い、回路の形成を、第３金属層及び第２金属層をこの順で
エッチングにより部分的に除去することにより行なうことができる。
また、上記の金属シートは、金属層である第１層（１）、第１層の片面上の複数の金属柱
（２）、及び、樹脂層と密着性のよい金属層を含み、第１層の他方の面上に形成された１
層以上の金属層（３）を有する複合金属箔を用いて作製することもできる。即ち、この複
合金属箔の少なくとも１層の金属層を、樹脂層と密着性のよい金属層が露出するまで、第
１層から順次、金属柱の下の部分を除いて除去することにより、上記の金属シートを作製
することができる。例えば、複合金属箔が、第１金属層、第２金属層及び樹脂層と密着性
のよい第３金属層の少なくとも３層をこの順で有する多層金属箔である場合、この多層金
属箔の第１金属層を、第２金属層が露出するまで部分的に除去して、第２金属層の露出面
に複数の金属柱を形成し、次いで第２金属層を第３金属層が露出するまで金属柱の下の部
分を除いて部分的に除去することにより、上記金属シートを作製することができる。第１
金属層、第２金属層及び第３金属層が、隣接する層が互いにエッチング条件の異なる層で
ある場合には、第１金属層及び第２金属層の部分的除去をエッチングにより行い、回路の
形成を、第３金属層をエッチングにより部分的に除去することにより行なうことができる
。
【００２３】
上記の配線板を半導体パッケージ用基板として用いることにより、この配線板、配線板に
搭載された半導体チップ、及び、配線板の半導体チップ搭載面を封止する封止材を有する
本発明の半導体パッケージが得られる。本発明の半導体パッケージは、例えば、粗化処理
をしない本発明の配線板を用いる以外は、上記の半導体パッケージの製造方法と同様の方
法で作製することができる。
【００２４】
隣接する層が互いにエッチング条件の異なる層である多層金属箔において、第１金属層と
しては、例えば、銅、銅合金、鉄・ニッケル合金等から選択したものを用いることができ
る。第２金属層としては、例えば、第１金属層が銅又は銅合金である場合には、ニッケル
、ニッケル合金、チタン、クロム、錫、亜鉛、金等を用いることができ、第１金属層が鉄
・ニッケル合金の場合には、チタン、クロム、錫等を用いることができる。多層金属箔が
３層以上の金属層を有する場合、第３金属層としては、例えば、第２金属層がニッケル、
ニッケル合金、チタン、クロム、錫、亜鉛、金等である場合には、銅又は銅合金等を用い
ることができ、第２金属層がチタン、クロム、錫等である場合には、鉄・ニッケル合金等
を用いることができる。ここで、エッチング条件が異なる金属層とは、１種類のエッチン
グ液に対して、浸食性が高い金属層と低い金属層、あるいは、各々異なるエッチング液に
対する浸食性を有する金属を意味する。
粗化が容易な金属層としては、一般的に配線板で使用される銅、銅合金等が挙げられるが
、同じ銅金属においても、化学粗化の場合、粒界の差により、電解銅のほうが圧延銅にく
らべて粗化が容易である。
【００２５】
第１金属層、第２金属層及び第３金属層の少なくとも３層を有する多層金属箔の場合、金
属柱又は柱状の外部接続端子を形成する第１金属層の厚さは、１２～１００μｍであるこ
とが好ましく、１００μｍを超えると、金属柱又は外部接続端子を形成するときのエッチ
ング精度が低く、微細なパターンの形成が困難になるおそれがあり、１２μｍ未満である
と、金属柱又は外部接続端子の強度が不十分となったり、樹脂層による絶縁性が低下する
おそれがある。より好ましくは、１８～７０μｍである。第２金属層の厚さは、０．０５
～５０μｍであることが好ましく、５０μｍを超えると、回路形成時のエッチング精度が
低く、微細なパターンの形成が困難になるおそれがあり、０．０５μｍ未満であると、第
１金属層をエッチングするときに、第２金属層に発生したピットや欠けのために、第３金
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属層が浸食されるおそれがある。より好ましくは、０．１～３５μｍである。第３金属層
の厚さは、１～５０μｍであることが好ましく、５０μｍを超えると、回路の形成時にエ
ッチング精度が低下し、微細なパターンの形成が困難になるおそれがあり、１μｍ未満で
あると、第１金属層をエッチングするときに、第２金属層に発生したピットや欠けのため
に、第３金属層が浸食されるおそれがある。より好ましくは、５～１２μｍである。
【００２６】
樹脂層の形成に用いられる樹脂としては、絶縁樹脂材料が用いられ、例えば、熱硬化性の
エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、シリコーン樹脂、ポリアミドイミド樹脂、ポリフェニレ
ンサルファイド樹脂、感光性のポリイミド樹脂、アクリルエポキシ樹脂、エチレンプロピ
レン、スチレン、ブタジエン等の熱可塑性エラストマー、液晶ポリマー等を用いることが
できる。樹脂層の厚さは、通常、第１金属層、又は第１金属層及び第２金属層をエッチン
グして形成される外部接続端子の高さと同じとする。
互いに密着性のよい金属層と樹脂層との組み合わせとしては、例えば、シリコン変性ポリ
アミドイミド樹脂のシリコン量が多い場合は、銅金属層との密着がよく、また、シリコン
量が少ない場合は、ニッケル金属層との密着がよくなる。
【００２７】
外部接続端子の形状は、中実の柱状であれば特に制限はなく、通常、半径１０～７５０μ
ｍの円柱、短い側の辺の幅２０μｍ以上の方形等である。
本発明の配線板は、樹脂層１層のみを有するものであってもよいし、樹脂層の下にさらに
絶縁層を介して積層された複数の導体回路層を有する多層配線板であってもよい。
本発明の配線板は、例えば、半導体パッケージに用いられるインターポーザーとしての半
導体パッケージ用基板として、また、半導体パッケージの電子部品を搭載するマザーボー
ド等の配線板として、種々の半導体装置の製造に用いることができる。
半導体パッケージの封止は、絶縁樹脂を用いるモールディング、トランスファーモールド
、ポッティング、キャスティング、スクリーン印刷等の樹脂封止等により行なうことがで
きる。樹脂封止に用いられる絶縁樹脂には特に制限はなく、たとえばエポキシ樹脂、シリ
コーン樹脂、フェノール樹脂、エポキシ変性フェノール樹脂等を用いることができる。
【００２８】
【実施例】
以下、本発明の実施例及びその比較例によって本発明を更に具体的に説明するが、本発明
はこれらの実施例に限定されるものではない。
【００２９】
実施例１
厚さ７０μｍの銅層、厚さ０．２μｍのニッケル層、厚さ１０μｍの銅層からなる３層金
属箔（日本電解（株）製）の７０μｍ銅層を、フォトドライフィルムＨ－Ｋ３５０（日立
化成工業（株）製）を用いてパターンを形成し、アルカリエッチング液　エープロセス（
メルテックス社製、アンモニア銅錯塩２０～３０重量％、塩化アンモニウム１０～２０重
量％及びアンモニア１～１０重量％含有））で銅層を選択的にエッチングして、ニッケル
層上に、複数のφ２５０μｍの銅を形成した。さらに、ニッケル層を、銅の金属柱の下の
部分を残して、選択エッチングして除去し、銅層及びニッケル層からなる柱状の外部接続
端子を形成した。樹脂との密着性を良くするために、露出した厚さ１０μｍの銅層の表面
及び外部接続端子の表面を、化学処理の表面粗化処理剤であるＮＢＤＩＩ処理液（荏原電
産（株）製、硫酸７．５重量％、リン酸３．８重量％及び過酸化水素４．０重量％含有）
による処理を、ラインスピード１．７５ｍ／分、スプレー圧９．８×１０４Ｐａの条件で
施すことにより粗化し、外部接続端子の端面及び側面、露出した厚さ１０μｍの銅層表面
に、平均２μｍの粗化面を得た。この外部接続端子を形成した金属箔の外部接続端子側に
、ニッケルよりも銅に対して密着性のよい液状のシリコン変性ポリアミドイミド樹脂であ
る絶縁樹脂ＫＳ６６００（日立化成工業（株）製）を印刷機ＶＥ－５００（東レエンジニ
アリング（株）製）を印刷して、外部接続端子を完全に埋めた後、８０℃３０分乾燥して
Ｂステージ状態にした。市販研磨紙で研磨して埋め込んだ外部接続端子の端面が現れたの
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ち、１８０℃３０分＋２２０℃３０分の条件で樹脂を十分硬化させて樹脂層を形成した。
続いて厚さ１０μｍの銅層を、メルテックス社製エープロセス液からなるアルカリエッチ
ング液で選択的にエッチングして、外部接続端子と接続する回路を形成した。その後、回
路表面及び外部接続端子の露出面に電解ニッケル／金めっき（大和電機工業（株）製）を
形成して、図４(e)に示される断面を有する半導体パッケージ用基板（サイズ：１２ｍｍ
×１２ｍｍ）を作製した。この基板にダイボンディングフィルムを貼り付け、半導体チッ
プ（サイズ８．６ｍｍ×８．６ｍｍ）を手作業で実装した。ワイヤーボンダーＨＷ２１０
０（九州松下電器（株）製）でワイヤーボンディング（金ワイヤー）をおこない、液状封
止剤（ＨＩＲ３０００、日立化成工業（株）製）を用い、硬化条件：８０℃１時間、１２
０℃１時間、１８０℃１時間の段階加熱で硬化して封止した後、所定の大きさにダイシン
グし、はんだボールをリフロー装置ではんだ付けし、図４(h)に示す断面を有する半導体
パッケージとした。
上記と同じ粗化処理を行なった厚さ５０μｍの銅箔に上記と同様にして樹脂層を形成し、
幅１０ｍｍ、長さ５０ｍｍの試験片を切り出し、引張り試験器にて樹脂層に対して銅箔を
９０°方向に引き剥がすことにより、樹脂層と銅箔との密着強度を測定した結果、ＰＣＴ
２４時間後のピール強度は１．１ｋＮ／ｍであった。また、粗化しない場合のピール強度
は０．７５ｋＮ／ｍであった。
【００３０】
実施例２
厚さ７０μｍの銅層、厚さ０．２μｍのニッケル層、厚さ１０μｍの銅層からなる３層金
属箔（日本電解（株）製）の７０μｍ銅層を、フォトドライフィルムＨ－Ｋ３５０（日立
化成工業（株）製）を用いてパターンを形成し、アルカリエッチング液　エープロセス（
メルテックス社製）で銅を選択的にエッチングして、露出したニッケル層表面に、複数の
φ２５０μｍの銅からなる金属柱を形成した。樹脂との密着性を良くするために、露出し
たニッケル層及び金属柱表面に、化学処理の表面粗化処理剤であるＮＢＤＩＩ処理液（荏
原電産製）を用い粗化処理を施した。この際、バリア層のニッケル層の除去を同時に行う
ため、処理時間を実施例１の１．５倍に長くした。これにより、金属柱の下の部分を除い
てニッケル層は除去されて柱状の外部接続端子が形成され、同時に、外部接続端子端面及
び側面、露出した厚さ１０μｍの銅層表面に、実施例１と同様に平均２μｍの粗化面を得
た。この外部接続端子を形成した金属箔に、液状のシリコン変性ポリアミドイミド樹脂で
ある絶縁樹脂ＫＳ６６００（日立化成工業（株）製）を印刷機ＶＥ－５００（東レエンジ
ニアリング（株）製）で印刷して外部接続端子を完全に埋めた後、８０℃３０分乾燥して
Ｂステージ状態にした。市販研磨紙で研磨して埋め込んだ外部接続端子の端面が現れたの
ち、１８０℃３０分＋２２０℃３０分の条件で樹脂を十分硬化させ、樹脂層を形成した。
続いて厚さ１０μｍの銅層の回路形成を、実施例１と同様にして行った。その後、実施例
１と同様に電解ニッケル／金めっき９（大和電機工業（株）製）を形成して半導体パッケ
ージ用基板を作製した。次いで、実施例１と同様に、この基板にダイボンディングフィル
ムを貼り付け、半導体チップを手作業で実装した。実施例１と同様にしてワイヤーボンダ
ーＨＷ２１００（九州松下電器（株）製）でワイヤーボンディングをおこない、液状封止
剤で封止した後、所定の大きさにダイシングし、はんだボールをリフロー装置ではんだ付
けし、半導体パッケージとした。樹脂層と銅層との密着強度を測定した結果、ＰＣＴ２４
時間後のピール強度は１．２ｋＮ／ｍであった。また、粗化しない場合のピール強度は０
．７５ｋＮ／ｍであった。
【００３１】
実施例３
厚さ７０μｍの銅層、厚さ１．０μｍのチタン層、厚さ１８μｍの銅層からなる３層金属
箔（日立金属（株）製）の７０μｍ銅層を、フォトドライフィルムＨ－Ｋ３５０（日立化
成工業（株）製）を用いてパターンを形成し、アルカリエッチング液　エープロセス（メ
ルテックス製）で銅を選択的にエッチングして、露出したチタン層表面に、複数のφ２５
０μｍの銅からなる金属柱を形成した。チタンは銅の化学粗化液ではエッチングされにく
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いため、粗化処理と同時にチタン層を除去できない。そこで、チタン層をフッ化アンモニ
ウム系のエッチング液エンストリップ（メルテックス社製）で、金属柱の下の部分を除い
て選択エッチングし、厚さ１８μｍの銅層の表面を露出させ、その表面に外部接続端子を
形成した。その後、実施例１と同様の粗化処理以降の作業をおこない、半導体パッケージ
を製作した。樹脂層と銅層（回路）との密着性は実施例１と同様であった。
【００３２】
実施例４
厚さ７０μｍの銅層、厚さ０．２μｍのニッケル層、厚さ１０μｍの銅層からなる３層金
属箔（日本電解（株）製）の７０μｍ銅層を、フォトドライフィルムＨ－Ｋ３５０（日立
化成工業（株）製）を用いてパターンを形成し、アルカリエッチング液　エープロセス（
メルテックス製）で銅層を選択的にエッチングして、露出したニッケル層表面に、複数の
φ２５０μｍの銅からなる金属柱を形成した。ニッケル層を選択エッチングしたもの（比
較例）としないもの（実施例）と２種類の金属シートを製作した。この２種類の外部絶縁
端子を形成した金属シートには、粗化処理は行なわず、樹脂印刷以降は、実施例１と同様
に製作し、パッケージとした。ただし、樹脂としては、実施例で用いた樹脂の代わりに、
銅よりもニッケルに対して密着性がよい液状のシリコン変性ポリアミドイミド樹脂を用い
た。
厚さ５０μｍのニッケル箔及び銅箔を用い、上記のシリコン変性ポリアミドイミド樹脂を
用いて実施例１で作製したと同サイズの試験片を作製し、それぞれについて樹脂層と箔と
の密着強度を測定した結果、ニッケル層と樹脂層とのピール強度は０．７５ｋＮ／ｍであ
った。また、銅層と樹脂層とのピール強度は０．５０ｋＮ／ｍであり、ニッケル層との密
着の方がよかった。
【００３３】
【発明の効果】
以上説明したとおり、本発明によって、樹脂層と回路及び外部接続端子との密着強度は改
善され、複数の柱状の外部接続端子を有する半導体パッケージ基板において、信頼性の高
い小型な半導体パッケージ用基板を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】シート部と、シート部表面に複数の柱状の外部接続端子を有する金属シートに粗
化を施した金属シートの断面図。
【図２】図１に示す金属シートを作製する工程の一態様を示す工程図。
【図３】図１に示す金属シートを作製する工程の他の一態様を示す工程図。
【図４】本発明の製造方法により半導体パッケージを作製する工程の一態様を示す工程図
。
【符号の説明】
Ａ　シート部
Ｂ　外部接続端子
Ｃ　金属柱
１　第１金属層
２　第２金属層
３　第３金属層
４　粗化面
５　樹脂
Ｄ　樹脂層
６　回路
７　ニッケル／金めっき
８　ダイボンディングフィルム
９　半導体チップ
１０　金ワイヤー
１１　封止材
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【図１】

【図２】
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